
お預入れ金額が
1,000万円までお得な金利

（年金お受け取りのお客さま向け）（年金お受取りのお客さま向け）

あだちせいわニコニコクラブ定期預金

〔2026.6.1 改〕

●お預入れ金額：1,000万円以内
●お預入れ期間：1年間
●自動継続定期預金（元金継続限定）

●対象者：当金庫で年金受給されている個人の方
　　　　　新たに当金庫で年金受給の個人の方
●金融情勢などにより内容を見直す場合があります。
※本定期満期日まで継続して当金庫で年金のお受取りをいただ
かなかった場合、継続時の大口定期またはスーパー定期１年も
のの店頭表示金利で自動的に継続いたします。詳細につきましては、店頭にてご確認ください。

年金お受取りの
    お客さま向け

あり
上乗せ金利



まとめて1口1,000万円の場合

口数を分けて1,000万円以内の場合

詳しくは店頭、営業係にお問い合わせください。

・1年（元金継続限定）期間

・一括預入
・1,000万円

預入方法
（1）預入方法
（2）預入金額

利息
（1）適用金利

（2）計算方法

・固定金利
・預入時における大口定期預金（1年）の店頭表示金利に上乗せした金利を満期日まで適用します。
・継続時は継続日における大口定期預金（1年）の店頭表示金利にその時点の優遇金利を上乗せして
自動継続させていただきます。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割り計算

税金 ・分離課税
・令和19年12月31日までの間にお受取りになる利息等には「復興特別所得税」が追加課税されま
すので20.315％（国税15.315％、地方税5％）の税金がかかります。

中途解約の取扱い ・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。
・預入期間が6か月未満の場合・・・解約日の普通預金利率
・預入期間が6か月以上1年未満の場合・・・約定利率×50％

その他参考と
なるべき事項

・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の
対象となります。（当庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計した1,000万
円までとその利息が保護されます。）

その他参考と
なるべき事項

・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の
対象となります。（当庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計した1,000万
円までとその利息が保護されます。）

・1年（元金継続限定）期間

・一括預入
・100円以上1,000万円未満
・1円単位

預入方法
（1）預入方法
（2）預入金額
（3）預入単位

預入限度額 ・お一人様1,000万円を限度とします。

預入限度額 ・お一人様1,000万円を限度とします。

利息
（1）適用金利

（2）計算方法

・固定金利
・預入時におけるスーパー定期預金（1年）の店頭表示金利に上乗せした金利を満期日まで適用しま
す。
・継続時は継続日におけるスーパー定期預金（1年）の店頭表示金利にその時点の優遇金利を上乗せ
して自動継続させていただきます。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割り計算

税金 ・分離課税
・令和19年12月31日までの間にお受取りになる利息等には「復興特別所得税」が追加課税されま
すので20.315％（国税15.315％、地方税5％）の税金がかかります。
　（ただし、マル優を利用する場合は除きます）　

中途解約の取扱い ・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。
・預入期間が6か月未満の場合・・・解約日の普通預金利率
・預入期間が6か月以上1年未満の場合・・・約定利率×50％

付加できる特定事項 ・マル優（最高350万円）のお取扱いができます。

あだちせいわニコニコクラブ定期預金


